
 

   ｟要支援｠【午前】　９：00～13：10
　｟要介護｠【午後】１３：00～16：10

※　半日型は午前・午後のどちらかを選択していただきます（半日午前は食事つき）

9：00　～　16：10

※　半日型午後ご利用の方は、入浴・食事の提供はございません

8:15～

9:00

9:10～

15:30

11:30～

13:30～

16:10～

趣味、創作活動、交流、集団レクなど

リハビリテーション、マシンによる訓練・自主運動プログラムなど

★月曜～金曜（土・日、年末年始を除く） ★月曜～金曜（土・日、年末年始を除く）

半日型 1日型

入浴

リハビリテーション、マシンによる訓練・自主運動プログラムなど

昼食・口腔ケア・午睡

トレーニングマシンによる訓練・自主運動プログラム

趣味、創作活動、交流、集団レク・体操など

送迎出発（帰宅）

健康状態のチェック（血圧、脈）

　通所リハビリテーションは、普段は自宅で生活を送っている要介護者・要支援者が、より自立した日常生活を送れ
るよう支援するサービスのひとつであり、リハビリテーションが主の通所系サービスです。利用するにあたり介護度
の認定を受けていることと主治医の指示が必要となります。
　当施設では、機能回復ではなく、心身ともに活き活きと自分らしく生活を送るという所に重点を置き、利用者様を
支援させていただいています。
　また理学療法士や作業療法士が関わるリハビリだけでなく、利用者様が身の回りの動作や家事、外出、地域への参
加など活動の場を広げ、個々の目標や生きがいを獲得するために、自らやりたいことを選んで実施していただけるよ
うサポートしています。

内　　　容

9:10～ 13:40～

午前 午後

事業者番号　　１９７０１０２２６３

12:10 16:40

16:0011:30

1
日
型

8:30 13:00

9:00 13:30

健康状態のチェック（血圧、脈）

送迎開始　※(道路状況、天候、他の利用者様の状況等により到着時間の前後あ
り)

到着　（健康状態のチェック[血圧、脈、体温]・体調確認、　水分補給）

リハビリテーション(セラピストにより個々に対応）

≪通所リハビリテーションの流れ≫

≪通所リハビリテーションとは≫

半
日
型

内　　　容

送迎開始　※(道路状況、天候、他の利用者様の状況等により到着時間の前後あ
り)

送迎出発（要支援・利用者様　帰宅）

送迎出発（要介護・利用者様　帰宅）

到着　（健康状態のチェック[血圧、脈、体温]・体調確認、　水分補給）



★　リハビリテーション提供体制加算　　　　　 〔半日型〕12 単位／日、〔1日型〕20 単位／日

★　口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)　　　　　 　　　　　　　　　　　　　5単位／6ヵ月に1回

※　その他の加算(入浴介助加算、食事代、送迎減算等)については別紙利用料一覧を御参照ください

★　科学的介護推進体制加算　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40単位／月

   　　★ 短期集中個別実施加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔半日型・1日型共〕　1 1 0 単位／日

要介護　５

半日型
3時間～4 時間未満

（1日につき）

1日型
5時間～6 時間未満

（1日につき）

単位数

4 8 3 単位

5 6 1 単位

6 3 8 単位

7 3 8 単位

8 6 3 単位

単位数

6 1 8 単位

7 3 3 単位

8 4 6 単位

9 8 0 単位

1 1 1 2 単位

介護度

要介護　１

要介護　３

要介護　４

要介護　５

介護度

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

★　リハビリテーションマネジメント加算(A)ロまたは(B)ロ　　（別紙利用料一覧参照）

　　※　（負担割合は所得等により、個々に異なります）

≪費用負担について≫　【要介護１～５】（負担割合 1割の場合）

要介護　２

　　山梨県甲府市城東4丁目13－15

※　その他の加算(栄養改善加算等)については別紙利用料一覧を御参照ください

★　栄養アセスメント加算　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50単位／月

要支援　1 1 7 2 1 単位

要支援　2

〒400－0861

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　2　　　 4 8 単位／月　（要支援2の方）

単位数

★　運動機能向上加算　　　　　　　　　上記にプラス　2 2 5 単位／月

TEL　055－226ー3900

FAX　055－226－3905 通所リハビリテーション

★　利用日にお休みする場合は、前日または当日の送迎開始前までにご連絡くださいますようお願いいたします

★　見学をご希望の方は下記までお気軽にご連絡ください（担当/黒崎）

★　サービス提供体制強化加算Ⅱ　　　　　　　　1　　　 2 4 単位／月　（要支援1の方）

　【要介護・要支援共通加算】

★　総単位数に処遇改善加算Ⅰ(4.7％)、特定処遇改善加算Ⅱ(1.7％)が算出されます。

★　地域加算については、それぞれの単位数に10.17円（地域単価）をかけて算出させて頂きます

★　紛失、盗難防止のため、現金や貴重品の持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします

≪費用負担について≫　【要支援（介護予防）】（負担割合 1割の場合）

3 6 3 4 単位

1ヵ月につき

区分

★　栄養改善加算　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200単位／(2回)／月

　　※　（負担割合は所得等により、個々に異なります）


